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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
上
海
総
領
事
館
員
自
殺
事
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
益
と
は
、
一
般
に
、
国
家
の
利
益
を
意
味
す
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
は
、
一
般
に
、
個
人
に
関
す
る
私
的
な
領
域
の
事
柄
に
つ
い
て
、
他
人
の
干
渉
を
許
さ
ず
、
そ
れ
に
よ

っ
て
人
格
の
自
律
性
及
び
私
生
活
の
平
穏
を
保
持
す
る
利
益
を
意
味
す
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
に
あ
る
記
述
は
、
政
府
の
見
解
で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

領
事
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（
昭
和
五
十
八
年
条
約
第
十
四
号
。
以
下
「
ウ
ィ
ー
ン
条
約
」
と
い
う
。
）
は
、
領

事
関
係
を
め
ぐ
る
国
家
間
の
権
利
義
務
関
係
を
定
め
て
お
り
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
第
四
十
条
は
、
接
受
国
は
、
相
応
の
敬
意
を

も
っ
て
領
事
官
を
待
遇
す
る
と
と
も
に
、
領
事
官
の
身
体
、
自
由
又
は
尊
厳
に
対
す
る
い
か
な
る
侵
害
も
防
止
す
る
た
め
す

べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。

一



お
尋
ね
の
「
義
務
違
反
が
確
定
さ
れ
て
い
る
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
十
六
年
五
月
六
日
に
お

け
る
在
上
海
総
領
事
館
館
員
（
以
下
「
館
員
」
と
い
う
。
）
の
死
亡
の
背
景
に
は
、
館
員
の
遺
書
の
内
容
か
ら
、
現
地
の
中

国
側
公
安
当
局
関
係
者
に
よ
る
、
こ
う
し
た
接
受
国
の
義
務
に
反
す
る
遺
憾
な
行
為
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

館
員
は
遺
書
を
残
し
て
お
り
、
そ
の
写
し
が
外
務
省
に
存
在
す
る
が
、
遺
書
の
内
容
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
諜
報
活
動

及
び
そ
の
対
応
措
置
や
館
員
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
御
遺
族
の
意
向
も
あ
り
、
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

他
方
、
我
が
国
政
府
と
し
て
は
、
遺
書
の
内
容
か
ら
、
現
地
の
中
国
側
公
安
当
局
関
係
者
に
よ
る
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
上
の

接
受
国
の
義
務
に
反
す
る
遺
憾
な
行
為
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
一
月
十
一
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
鹿
取
克
章
外
務
報
道
官
が
御
指
摘
の
発
言
を
行
っ
た
こ
と
は
事
実
で

あ
り
、
館
員
の
死
亡
事
件
発
生
当
時
、
秘
書
官
に
対
す
る
も
の
を
含
め
、
外
務
省
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
へ
の
報
告
は
行

わ
れ
て
い
な
い
。

二



八
に
つ
い
て

館
員
が
死
亡
し
た
平
成
十
六
年
五
月
六
日
の
夕
刻
、
在
上
海
総
領
事
館
か
ら
外
務
本
省
に
対
す
る
公
電
に
よ
る
第
一
報
が

到
着
し
、
ま
た
、
同
日
後
刻
、
公
電
に
よ
る
第
二
報
が
到
着
し
、
よ
り
詳
し
い
報
告
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
公
電
の
転
電

先
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
の
今
後
の
業
務
遂
行
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控

え
た
い
。

九
に
つ
い
て

八
に
つ
い
て
で
述
べ
た
公
電
の
主
管
課
は
大
臣
官
房
人
事
課
で
あ
り
、
配
付
先
の
決
定
者
は
人
事
課
長
で
あ
る
が
、
個
々

の
公
電
の
政
府
部
内
で
の
配
付
先
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
の
今
後
の
業
務
遂
行
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

十
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
決
裁
書
を
作
成
し
た
事
実
は
な
い
。
な
お
、
館
員
の
死
亡
事
件
発
生
後
、
中
国
に
対
す
る
厳
重
な
抗
議

及
び
事
実
関
係
の
究
明
の
要
請
、
御
遺
族
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
は
、
担
当
部
署
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
た
。

三


